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野呂山再整備基本計画策定業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

野呂山再整備基本計画策定業務について，民間事業者の優れた提案を広く募集する公募型プロ

ポーザル方式により，目的及び内容に最も適した業者を選定し，業務をより効率的・効果的に実

施することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

野呂山再整備基本計画策定業務（以下「業務」という。） 

(2) 業務場所 

  瀬戸内海国立公園 野呂山集団施設地区 

(3) 業務内容 

別紙「野呂山再整備基本計画策定業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

なお，実施にあたっては，本プロポーザルで契約相手方の候補者となった事業者の提案した

企画提案と調整の上，実施することとする。（仕様の詳細は，契約時に協議して定める。） 

(4) 業務期間 

契約締結日から，令和９年３月３１日(水)までとする。 

(5) 委託費（限度額） 

３９，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

３ 応募者の参加資格 

(1) プロポーザルに参加する者は，本業務を実施できる十分な能力及び社会的信用を有する法人

又は複数の法人により構成される共同企業体とする（ただし，一つの法人が重複して申し込む

ことはできない（他の参加者との共同企業体として申し込むことを含む。）。）。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号のいず

れかに該当する者でないこと。 

(3) 呉市入札参加者指名停止要綱（平成９年４月１日実施）に基づく指名停止の措置又は指名停

止に至らない事由に関する措置を受けていないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

なされていないこと。 

(5) 法人税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

(6) 参加者及び参加者の取締役，監査役，支配人，理事又はこれらに準じる者の地位にある者が，

呉市暴力団排除条例（平成２４年呉市条例第１号）第２条第３号に規定する暴力団員等でない

こと又はその統制の下にある者でないこと。 

 

４ スケジュール  

実施要領の公開 令和８年５月１４日(木) 

質問書の受付期限 令和８年５月２１日(木)１７時まで 

質問書に対する回答期限 令和８年５月２７日(水) 

参加申込書の提出期限 令和８年６月３日(水)１７時まで 

企画提案書等の提出期限 令和８年６月１０日(水)１７時まで 

選定委員会の実施 令和８年６月中旬～下旬 

結果通知 令和８年６月中旬～下旬 

契約締結 令和８年６月下旬～７月上旬 

※上記予定は変更する場合があります。 
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５ 今後の事業予定 

  基本計画の策定後，実施計画（設計）策定，整備工事,リニューアルオープンとなる。スケジュ

ールについては，国・県と調整しながら進める。 

 

６ 書類等の提出先 

事 務 局：呉市 産業部 観光振興課 施設グループ 

所 在 地：〒７３７－８５０１ 呉市中央４丁目１－６  

電話番号：０８２３－２５－３１８１ 

E - m a i l：kankou@city.kure.lg.jp 

 

７ 参加及び質問の受付・回答 

(1) 参加申込み 

当プロポーザルに参加する場合は，参加申込書(様式１)（共同企業体の場合は（様式１－１）

も併せて）を令和８年６月３日(水)１７時（必着）までに提出すること。（郵送の場合は，配達

完了が確認できる書留郵便に限る。） 

また，「野呂山再整備基本計画策定業務仕様書」の「５ 参考資料」にある資料については，

参考資料提供依頼書（様式２）を提出し，提供を受けること。 

 (2) 質問の受付と回答 

本実施要領及び仕様書の内容に質問がある場合は，質問書(様式３)により，令和８年５月２

１日(木)１７時（必着）までに，電子メールにて提出すること。その際，メールの標題を「質

問書（業者名）野呂山再整備基本計画策定業務」とすること。 

なお，参加申込書及び質問書を送った際は，電話で呉市観光振興課（０８２３－２５－３１

８１）へその旨を連絡すること。 

質問に対する回答は，令和８年５月２７日（水）１７時までに電子メールで送信し，ホーム

ページでもその内容を公開する。質問者名等は公表しない。 

質問及び回答の内容は，必要に応じて本実施要領及び仕様書の内容に追加してホームページ

に公開するので必ず確認すること。回答に対する問合せは受け付けない。 

質問期間を過ぎた後の質問は，原則として受け付けないが，当プロポーザルに対して重大な

影響を与える可能性があるものについては，対応を検討する。 

 

８ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

ア 提出する書類は，次の表の①から⑧とし，Ａ４判サイズに横書きで記載し，２穴ファイル

等に編冊して，１部は提案者名を記載した正本（同表の①～⑧），１５部は提案者が特定され

る情報を記載していない副本（同表の②～⑤）として提出すること。 

  ただし，図表等については，必要に応じてＡ３判（織込むようにすること。）も可とする。 

  また，次の表の①から⑧の正本と副本のデータをＰＤＦファイルに変換したものも提出す

ること。 

＜提出書類一覧表＞ 

 書類名 様式等 正本 副本 

① 提案送付書 様式４ ○  

② 企画提案書 

任意書式（頁番号を付す） 

仕様書の内容を踏まえ，「提案評価の区分と項

目」の評価項目順に作成すること。 

○ ○ 

③ 
業務実施体制，業務従事者

実績調書及び進行管理表 
任意様式 ○ ○ 

④ 
業務実績一覧表 

及びその添付書類 

様式５ 

副本には，記載実績に関する書類添付は不要 
○ ○ 
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※⑦～⑧については，提出期限より３ヶ月以内のもの（写し可） 
イ 企画提案書は，Ａ４判で２０ページ（表紙，目次を除き，図表等を含む。両面印刷で１０

枚）を上限として，簡潔かつ明瞭に記述すること。（Ａ３判横は，Ａ４判２ページ分の扱いと

する。） 

  ウ 企画提案書に用いる文字サイズは，１１ポイント以上（図中の説明は，８ポイント以上）

とすること。 

  エ 専門用語や略語等には注釈を付すなど，一読して理解しやすいものとすること。 

(2) 提出期限 令和８年６月１０日（水）１７時まで（必着） 

(3) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は，配送完了が確認できる書留郵便に限る。)  

持参の場合は電話連絡の上，持参すること。電子メールでの提出は原則不可。 

(4) 提出書類の修正及び返却 

提出書類の変更，修正は認めない。また，提出書類は，提案者に返却しない。 

 

９ 優先交渉権者の選定方法 

(1) 評価方法 

野呂山再整備基本計画策定業務事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が次の項目

による評価を行う。 

＜提案評価の区分と項目＞ 

⑤ 見積書及びその添付書類 

任意様式 

仕様書に示す業務の経費を記載し，その内訳

を添付（任意書式）すること。 

○ ○ 

⑥ 会社概要 様式６ ○  

⑦ 法人登記簿謄本 所管機関の発行するもの ○  

⑧ 

法人税，消費税及び地方消

費税についての未納がな

いことの証明書  

国税通則法施行規則別紙第９号書式その３の

３。税務署で提出日前３か月以内に作成され

たもの。 

○  

区分 評価項目 配点 

企画提案書 

４５点 

実施方針 

本業務の背景，目的，内容，地域特性，法規制等を十

分に理解し，再整備に伴う課題を的確に整理している

か。 

５ 

「野呂山再整備基本構想」を踏まえ，民間事業者の参

画可能性を高めるための具体的事業スキームを提示

し，技術的・財務的・法的観点から実現可能性が担保

されているか。 

２０ 

事業手法 

将来にわたり効果的に活用され，過度な財政負担が生

じない持続可能な施設とするための提案となっている

か。 

１０ 

環境配慮 

国立公園の特性を踏まえ，自然環境・生態系の保全，

景観保全等に配慮した設計・運営方針が示されている

か。 

５ 

ワ ー ク シ

ョ ッ プ の

運営支援 

合意形成プロセス，ファシリテーション手法，成果物

（摘録等）の提示方法により，円滑かつ建設的な会議

の開催が期待できるか。 

５ 

 

 

 

 

 

実施体制 
業務全体を円滑かつ安定的に遂行するための組織体

制，役割分担がとられているか。 
５ 

ス ケ ジ ュ

ール 

マイルストーン，工程管理，議会や関係機関のスケジ

ュールとの整合性を確保した実現可能な工期計画が示

されているか。 

５ 
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※見積金額の評価は次のとおり算出する。価格評価（満点６点）として，最小見積額（Ｐmin）

を基準に各提案の見積額Ｐに対し（(Ｐmin÷Ｐ)×６）の式により算出する。 

 見積整合性（満点４点）は１.見積内訳の提示，２.主要単価・人件費根拠の提示，３.人員工

数の明示と総額との整合，４.必要経費の網羅の４項目で評価する。 

(2) 審査 

審査は，選定委員会が企画提案書類及びプレゼンテーション（ヒアリング）により行う。 

プレゼンテーションの日時・場所等の詳細については，別途通知。（目安：発表２０分＋質

疑１０分） 

プレゼンテーションは，本業務の統括責任者を含め３名以内とし，主に統括責任者が説明を

行うこと。 

また，プロジェクター，スクリーン及びホワイトボードは市が用意するが，その他の機器（パ

ソコン等）が必要な場合は，参加者が準備すること。 

 (3) 優先交渉権者の選定 

選定委員会が採点する各項目の評価点を平均したものの合計点が一番高い提案者を優先交

渉権者として選定し，２番目の提案者を次点者とする。ただし，合計点が６０点未満の提案者

は失格とする。応募が１者の場合でも同様に審査を実施する。 

同点の場合は，「実施体制及び業務実績」の得点の高い者を優先とする。 

選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

(4) 選定結果の通知 

令和８年６月中旬～下旬に提案者へ文書で通知する。同時に，優先交渉権者とその次点者の

得点，名称をホームページで公開する。 

 

10 契約の方法等 

呉市と優先交渉権者は協議の上，必要に応じて提案内容に変更，修正を加え，業務の仕様を決

定し，業務委託契約を締結する。 

業務の仕様に基づいて呉市が作成した設計書により予定価格を決定し，再度，優先交渉権者に

見積書の提出を求めるため，契約金額と提案金額は異なる可能性がある。 

 

11 辞退 

  参加申込書（様式１）提出後に辞退をする場合は，令和８年６月３日（水）１７時までに，辞

実施体制及

び業務実績 

４５点 

統 括 責 任

者の実績 

統括責任者は過去１０年以内に完了した国立公園，都

市公園，観光施設その他これらに類する事業計画の設

計又は運営業務の実績を有しているか。 

１０ 

主 要 担 当

者・専門家

の実績 

統括責任者を補完する主要担当者・専門家が複数配置

され，それぞれに対して過去の実績や専門性が示され，

チームとしての実行力が担保されているか。 

１０ 

業務実績 

参加事業者（共同企業体を含む）は十分な業務実施能

力を有し，過去１０年間に公園や観光施設等の整備に

おける基本構想策定業務または基本計画策定業務に係

る実績・ノウハウを有しているか。 

１０ 

過去１０年間に観光・宿泊・飲食・イベント等の事業

運営に関する実務的な経験・実績を有する者がいるか。

または運営事業者等との連携方針（協定案等）が示さ

れ，業務に運営知見を反映する体制が確保されている

か。 

５ 

見積金額 

１０点 

見積額は妥当であるか。また，経費内訳（人件費，旅

費，外注費，諸経費等）は明確かつ適切に記載されて

いるか。 

１０ 

合 計 １００点 
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退（取下）届出書（様式７）を提出すること（提出方法は「７ 参加及び質問の受付・回答」に

同じ）。 

 

12 その他 

(1) プロポーザルへの参加に要する全ての経費は，提案者負担とする。 

(2) 企画提案は，１参加者につき１提案とする。 

(3) 提出書類の著作権は提案者に帰属するが，本市がプロポーザルに関する報告又は公表等に必

要な範囲で無償利用・複製することができるものとする。 

(4) 提出書類は，呉市情報公開条例(平成１１年呉市条例第１号)に基づく情報公開請求の対象と

なり，非公開とすべき部分を除き公開することがある。 

(5) 呉市は，提出された書類を本プロポーザル以外の目的に使用しない。 

(6) 本実施要領に規定されていない事項で必要があるときは，呉市観光振興課が，その対応を決

定する。 

 

13 プロポーザルに関する問い合わせ窓口 

事 務 局：呉市 産業部 観光振興課 施設グループ（品川，藤井，好光） 

所 在 地：〒７３７－８５０１ 呉市中央４丁目１－６ 

電話番号：０８２３－２５－３１８１ 

E - m a i l：kankou@city.kure.lg.jp 

 

 


